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 このたび、小金井市社会福祉協議会は、２０１９年度から２０２４年度までの６か

年を計画期間とする「第三次小金井市地域福祉活動計画」を策定いたしました。 

 この計画は、２０１４年に策定した「第二次小金井市地域福祉活動計画」を踏襲し

ながら、２０１８年３月に小金井市が策定した「地域福祉計画」との整合を図り、小

金井市との連携・協働を考慮し策定しました。基本理念についても、市の「地域福祉

計画」の基本理念と同じく「誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち」としまし

た。 

 近年、少子高齢化の進展など社会経済状況の変化に伴い、孤立化・貧困など複合的

な課題を持つ人が増加し、福祉ニーズは多様化・増大化をしております。 

このような情勢の中、本計画では、「福祉のまちづくり」、「包括的支援体制の構築」、

「地域活動の活性化」と社会福祉協議会の「組織体制の強化」の４つの基本目標を掲

げ、地域住民の支え合いを基にした地域で共に生きる社会「地域共生社会」の実現を

目指しています。 

計画の実施にあたっては、関係機関・団体の皆さま、市民の皆さまと連携・協働し

ながら地域の福祉課題の解決に向け取り組んでいきたいと考えております。是非、皆

さまのご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

終わりに、本計画の策定にあたり、多大なるご尽力を賜りましたルーテル学院大学

の金子和夫先生、貴重な意見をお寄せいただきました地域福祉ファシリテーターの皆

さま、東京都社会福祉協議会、小金井市、その他関係者に厚く御礼を申し上げます。 

      

写 真 



第三次小金井市地域福祉活動計画の策定にあたって 

 

ルーテル学院大学教授 

金 子 和 夫 

 

「小金井市第三次地域福祉活動計画」の策定にあたり、策定アドバイザーの任を仰

せ使いました。「小金井市保健福祉総合計画（地域福祉計画）」策定委員長として、同

計画策定にあたった関係上、小金井市社会福祉協議会策定の地域福祉活動計画にもか

かわらせていただくことになりました。 

ご承知のとおり、地域福祉活動計画は地域福祉計画と整合性を図って策定されなけ

ればなりません。この両計画策定にあたり、共通して感じたことは小金井市民の力量

の高さでした。地域福祉計画においてもそうでしたが、地域福祉活動計画策定に参加

された市民の方々は、すでに各地域で活躍され、かつ、専門的な資質を伴った地域福

祉ファシリテーターの皆さんでした。策定会議において、地域の実情はもちろんのこ

と市内全体の状況を明確に把握し、問題状況と現行での対応、その上に新たな対応と

して考えうる体制づくりを真剣に、かつ、活発に議論されていました。とりたてて、

私たちがアドバイザーとしてアドバイスするまでもなく、作業部会メンバーである社

会福祉協議会職員の方々も、策定会議メンバーの質問に熱心に答えられ、その結果と

して今回の計画は、市民と社会福祉協議会が一体となって策定できたものと考えてい

ます。 

第二次地域福祉活動計画と異なる点は、地域福祉計画が上位計画として位置付けら

れた中で、それとの整合性が求められたものであること。また、地域包括ケアシステ

ムのみならず、「地域共生社会」の実現をめざすために、「わが事・丸ごと」を実践し

ていくことが求められています。それが計画に含まれることが新しい計画内容となっ

ています。ただし、こうした内容は一朝一夕で展開できることではないと思います。

そこにおいて大切なことは、やはり「人・市民・住民」に帰着すると思います。人が

育ち、人が結びつき、地域が動いていくことが重要です。本計画がその一助となるこ

とを願っています。 
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第１章 計画策定の背景と目的 

 

１ 第二次地域福祉活動計画の評価と課題 

 

 基本目標Ⅰ 小地域を基盤にした総合的生活支援の取組 

 

市民の声を積極的に取り上げるため、地域福祉ファシリテーターを包括圏域にま

とめ、これを軸に連絡会を設けました。地域福祉コーディネーターと地域福祉ファ

シリテーターが中心となって、地域住民懇談会を包括圏域４地区において開催しま

した。懇談会では町会自治会、地域包括支援センター、民生委員・児童委員など地

域で関係している人たちが、地域の課題について話し合い、その話合いの結果から

サロン活動を立ち上げ、見守り活動に発展するなど、地域の課題に対して住民の視

点を持った形で活動が始められることになったのは、非常に大きな成果といえます。 

また、テーマ別で地域の居場所づくり講座を開催し、地域の居場所（サロン）づ

くりについての支援事業を実施してきました。地域福祉ファシリテーターにおいて

は、養成講座の過程において、修了後に地域活動に結び付けられるような仕組みが

あり、サロン活動を始めるグループへの支援を行ってきました。 

今後の課題は、既に始まっている活動から見えてくる更なる課題への取組と社会

資源の有機的なつながりをいかに進めていくかであります。 

 

基本目標Ⅱ 参加と自己表現を目指した協働の取組 

 

市民が主体となって、積極的に地域の福祉を実現するために、ボランティア・市

民活動団体への支援を継続して実施してきました。さくらファンドによる資金面で

の支援については、申請団体も多くなり一定の成果を上げていますが、助成金の規

模や助成金活用状況などについて、より良い市民活動支援体制の構築は課題といえ

ます。 

主に、小中学生が参加する夏のボランティア体験学習では、多くの福祉施設や団

体等の協力をいただきながら、地域での体験学習を通じて今後の地域活動への参加



のきっかけづくりを醸成してきました。 

地域活動への参加のきっかけづくりとして、地域福祉ファシリテーター養成講座、

地域の居場所づくり講座、音楽療法ボランティア養成講座、精神保健福祉ボランテ

ィア養成講座などを開催し、修了後に地域での活動に結び付けられるような働きか

けを行ってきました。 

また、ボランティア・市民活動の啓発のために「こがねい市民活動まつり」を市

と市民活動団体とで協働で実施しました。 

  市民活動は福祉分野にとどまらず、様々な分野で行われていますが、インフォー

マルな活動であるので、活動の維持継続に課題があります。広く市民に活動をＰＲ

するとともに寄附を含めた地域の支援者を増やしてくことが今後の課題となって

います。 

 

基本目標Ⅲ 安全と安心のまちづくり  

 

  防災活動の推進においては、災害時の体制整備を行い、災害ボランティアセンタ

ーの設置訓練を継続的に実施し、市防災訓練において災害時における連絡系統の調

整のための訓練を行ってきました。 

地域においては、町会等と「防災まちあるき」を実施し、防災への関心と住民同

士の相互関係の構築を図り、災害ボランティアミーティングも開催し、小金井青年

会議所との協定に向けた準備を行ってきました。 

  また、災害時の広域ネットワークの形成に向けて、東京ボランティア・市民活動

センターと連携し、「首都直下地震時の災害ボランティア活動連携訓練」に協力し、

近隣市社協と組むブロックにおいて、東日本大震災でブロック内に避難された方を

対象に「避難者支援バスツアー」を実施しました。 

  なお、東日本大震災の避難生徒・児童に対し、災害見舞品の支給を継続して行っ

ています。 

  防犯活動では、小金井市権利擁護センター関係機関等連絡会において、警察の方

に出席をいただき、振り込め詐欺の現状等を確認し、チラシ等を窓口に設置し、普

及啓発に努めています。 

  今後の課題として、これまでに蓄積したノウハウを生かし、他機関との関係性を

強化する基盤を作る必要性があり、住民と協働しながら、災害時の対応をどのよう



にしていくかをさらに検討する必要性があります。 

セーフティネットを目指した地域福祉推進のための基盤強化事業である小金井

市権利擁護センターふくしネットこがねいでは、権利擁護相談事業の充実を図るた

め、研修等に積極的に参加し、職員のスキルアップに努め、成年後見人を支えるた

め環境づくりとして、市との協議を続けてきました。 

  また、身寄りのない住民の方の安心した老後生活を続けていくための、「保証人に

準ずるサービスと死後の整理事務」について、検討を重ね、２０１９年度から事業

を開始する予定です。 

  小金井にし地域包括支援センターの事業展開では、法律の改正に伴う総合事業の

導入などもありましたが、日々、高齢者への対応を充実させ、生活支援コーディネ

ーターにより、小地域ケア会議で把握した地域の課題へ取り組み、様々な事業を展

開してきました。 

  生活困窮者対策では、生活困窮者自立支援法の施行に伴い、自立相談サポートセ

ンターを小金井市より受託し、窓口を設置しました。それと同時に生活福祉資金等

も同じ窓口で相談できるよう窓口の一元化を図りました。 

  今後、増加が見込まれる高齢者への対応や権利擁護が必要な認知症高齢者や障が

い者への適切な相談体制を構築し、人員体制の強化など相談者が満足できるような

支援体制が必要です。また、生活困窮者への対応では、他機関との更なる連携を強

化し、困難ケース等への対応を進めていく必要があります。 

 

基本目標Ⅳ 社会福祉協議会の質の向上を目指す 

 

会員増強を図るために、社会福祉協議会の活動についてより分かりやすい広報紙

やしおりの作成を行ってきました。ホームページに関しても更新を定期的に行い、

情報発信に努めました。 

社会福祉協議会の会員基盤となる町会・自治会と「防災まちあるき」など災害を

テーマに防災イベントに参加するなどして連携してきました。 

一方、町会自治会の組織率の低下は、運営そのものについて事業全体に大きく影

響を与えています。 

市との連携を強化しながら住民主体のまちづくりを推進していくことが今後の

大きな課題であります。 



２ 計画の目的 

 

「誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち」を実現するために、地域住民、 

ＮＰＯ法人、ボランティア団体が、住民主体で地域福祉を推進していくうえでの具 

体的な活動を示したものです。 

また、小金井市が策定した地域福祉計画と連携を図りながら、総合的に地域福祉

の推進をめざす計画です。 

 

３ 計画期間 

  

第三次地域福祉活動計画の計画期間は、２０１９年度から２０２４年度までの６

年間です。 

なお、この計画は、小金井市地域福祉計画（計画期間：２０１８年から２０２３

年度までの６年間）との連携を図るため、市の計画内容を勘案しながら策定しまし

た。 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 計画の基本理念と基本目標 

 

１ 基本理念 

 誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち 

すべての市民が主体的な意志に基づき、その人間性が重視され、誰もが安心して

安全に暮らせ、社会福祉協議会の理念である住民主体の原則に基づき、住民参加を

得て、生きがいのあるまちづくりの実現をめざします。地域で暮らす一人ひとりが

孤立せず、共に生きともに支えあう思いやりのある地域づくりをめざします。 

 

２ 基本目標 

⑴ 福祉のまちづくり 

・東京都内の社会福祉協議会と更なる連携を図り、災害時に相互協力する体制づく

りを進めます。行政、民生委員・児童委員等と連携強化し、避難者への支援体制

を構築します。 

・小中学校等の福祉教育に対し職員及び福祉関係者の派遣を進めます。 

・支援を必要とする高齢者、障がいのある方などのため権利擁護事業の推進を図り

ます。 

 

⑵ 包括的支援体制の構築 

・地域福祉コーディネーターを配置し、地域住民懇談会の開催を通して小地域福祉

活動を推進します。 

・高齢者など支援を必要とする方への住民同士の支え合い活動を推進します。 

・生活困窮者への支援を推進します。 

 

⑶ 地域活動の活性化 

・サロン活動の支援等を行い地域の居場所づくりを推進します。 

・市民のボランティア活動や市民活動を推進するためボランティア・市民活動セン



ターを事業展開します。 

・市民協働支援センター準備室の運営や社会福祉法人連絡会の開催等、ネットワー

クの強化・連携・協働を進めます。 

 

⑷ 組織体制の強化 

・地域活動を推進するため組織体制の強化を図ります。 

・広報紙やホームページ等で社会福祉協議会活動への理解促進に努めます。 

・各種委員会等で事業を評価しサービスの質の確保を図ります。 

 



第３章　施策の展開

１　施策体系

【基本理念】 【基本目標】 【基本施策】 【施策】

誰

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
思
い
や
り
の
あ
る
ま
ち

❶権利擁護センター運営等審査会、ボランティア・市民活動セン
ター運営委員会、桜町市民いこいの家運営委員会の開催

①マネジメントの確立

①委員会等の活用

②ＰＲの強化 ❶会員の増強❷活動への理解促進

❶自立相談サポートセンターの運営❷ひきこもり相談窓口の設置
❸福祉総合相談窓口との連携

⑶ 多様な地域資源との連携

①ボランティア・市民活動センター
　の事業展開

⑵ 地域活動の支援と人材の育成

⑴ 組織体制の整備と事業展開

❶ボランティア・市民活動の支援

❶サロン事業の推進❷講座の開催

①ネットワークの強化・連携・協働

１ 福祉のまちづくり

２ 包括的支援体制の構築

３ 地域活動の活性化

❶福祉教育の推進

❶地域福祉コーディネーターの配置❷地域住民懇談会の開催
❸地域福祉ファシリテーターの養成及び支援

❶日常生活サポーターの養成②住民支え合い活動の推進

❶市民協働支援センター準備室の運営❷社会福祉法人連絡会の開
催❸学生等との連携

①地域の居場所づくりの推進

①生活困窮者への支援

⑵ サービスの質の確保

４ 組織体制の強化

⑴ 社会参加の促進

⑵ セーフティーネットの機能強化

❶事務局体制の整備❷小金井にし地域包括支援センターの運営

【個別事業】

①小地域福祉活動の推進

①啓発と人材育成

⑵ 人権尊重と権利擁護事業の推進

②小金井市権利擁護センターふくし
  ネットこがねいの事業展開

❶権利擁護相談事業等相談事業の充実❷地域福祉権利擁護事業
（日常生活自立支援事業）の強化❸成年後見制度推進機関の継続
推進と申立利用者への支援の強化❹保証人に準ずるサービスと死
後の整理事業の実施❺成年後見人を支えるための環境づくり

❶広域ネットワークの形成❷災害ボランティアセンターの運営
❸行政、民生委員・児童委員など他の機関との連携強化❹ＢＣＰ
（事業継続計画）の策定

①災害時の体制整備の強化⑴ 災害に備える体制づくり

⑴ 地域での課題解決の体制づくり



２ 施策の展開 

 

基本目標１ 福祉のまちづくり 

 

基本施策（１）災害に備える体制づくり 

 

① 災害時の体制整備の強化 

事業名 施策内容 担当 

❶広域ネットワーク

の形成 

都内社協における本会所属の北多摩南

部ブロック（狛江、調布、府中、三鷹、

小金井）やその他隣接市（国分寺、小平、

武蔵野）との連携協議の場を働きかけま

す。 

地域福祉係 

❷災害ボランティア

センターの運営 

災害ボランティアセンター（以下、セ

ンター）設置・運営マニュアルを継続的

に見直し、センター運営のシュミレーシ

ョンなどを行いながら災害時に備えま

す。 

地域福祉係 

❸行政、民生委員・児

童委員など他の機関

との連携強化 

災害時要援護者や新たに支援が必要に

なった方の把握や情報共有が出来るよう

にするため、日常的なつながりを持てる

よう連絡調整を図ります。 

地域福祉係 

❹ＢＣＰ（事業継続

計画）の策定 

自主事業については、事業継続計画を

まとめるとともに、受託事業については、

委託者との契約にもとづき、具体的な事

業継続計画を協議します。 

地域福祉係 



基本施策（２）人権尊重と権利擁護事業の推進 

 

① 啓発と人材育成 

事業名 施策内容 担当 

福祉教育の推進 市内の小学校、中学校、高等学校を主

に、福祉活動の従事者や福祉サービスを

利用されている方による講演や実演など

を学校の要望も聴きながら実施していく

とともに、福祉教育に使用できるツール

の検討、整備を行います。 

地域福祉係 

 

② 小金井市権利擁護センターふくしネットこがねいの事業展開 

事業名 施策内容 担当 

❶権利擁護相談事業

等相談事業の充実 

増加する相談にこたえるため、相談員

を増員し、常時相談を受けられる体制づ

くりを行います。 

地域支援係 

❷地域福祉権利擁護

事業（日常生活自立

支援事業）の強化 

待機者状況を改善するため、専門員を

増員し、個々の契約者に対する支援を充

実する体制づくりを行います。 

地域支援係 

❸成年後見制度推進

機関の継続推進と申

立利用者への支援の

強化 

成年後見制度の利用が増える中、より

一層の推進を図るため、相談体制を確立

し、後見人への支援や成年後見制度の正

しい理解を進めていきます。 

申立利用者がスムーズに申立てできる

よう支援体制を強化します。 

 

地域支援係 

 



❹保証人に準ずるサ

ービスと死後の整理

事業の実施 

２０１９年度から事業を開始し、保証

人や死後の事務整理などにお困りの方へ

の支援を展開します。 

地域支援係 

❺成年後見人を支え

るための環境づくり 

成年後見制度利用促進法による中核機

関を積極的に受任し、地域連携ネットワ

ークの構築など成年後見人を支えるため

の環境づくりを行います。 

地域支援係 

 

  



基本目標２ 包括的支援体制の構築 

 

基本施策（１）地域での課題解決の体制づくり 

 

① 小地域福祉活動の推進 

事業名 施策内容 担当 

❶地域福祉コーディ

ネーターの配置 

各包括圏域に１名の設置をめざしな

がら、地域の支援を中心に地域課題の発

掘、解決に向けた取組を行います。 

地域福祉係 

❷地域住民懇談会の

開催 

地域課題を発掘し、住民主体による課

題解決に向けた取組の実施のために包

括圏域を基本として開催します。 

地域福祉係 

❸地域福祉ファシリ

テーターの養成及び

支援 

三鷹市、武蔵野市、小金井市、その３

市の社会福祉協議会とルーテル学院大

学の協働による「地域福祉ファシリテー

ター養成講座」を開催し、修了後、その

役割を地域で発揮できるよう支援を行

います。 

地域福祉係 

 

② 住民支え合い活動の推進 

事業名 施策内容 担当 

❶日常生活サポータ

ーの養成 

小金井にし地域包括支援センター圏

域において、モデル的に地域福祉コーデ

ィネーターと生活支援コーディネータ

ーとの協働により、日常生活支援のボラ

ンティア育成とボランティアを必要と

する人とのマッチングを行います。 

地域福祉係 

地域包括係 



基本施策（２）セーフティーネットの機能強化 

 

① 生活困窮者への支援 

事業名 施策内容 担当 

❶自立相談サポート

センターの運営 

増加する相談にこたえるため、相談員

の増員に努力し、生活困窮者に対して常

時相談支援できる環境づくりを行いま

す。 

地域支援係 

❷ひきこもり相談窓

口の設置 

本人、家族からの相談を受けるために

月１回開催します。 

地域福祉係 

❸福祉総合相談窓口

との連携 

市の地域福祉計画に計上された福祉総

合相談窓口と連携し、利用する市民に対

し、寄り添い支援できるよう環境づくり

を行います。 

地域支援係 

 

  



基本目標３ 地域活動の活性化 

 

基本施策（１）社会参加の促進 

 

① 地域の居場所づくりの推進 

事業名 施策内容 担当 

❶サロン事業の推進 様々な課題を抱えた人が、気軽に立ち

寄ることができる居場所の活動を支援し

ていくために、ふれあい・いきいきサロ

ン助成金によりサロン活動実施団体を支

援します。また、サロン活動実施団体の

情報共有の場を設定するなどして活動を

支援します。 

 

 

 

地域福祉係 

❷講座の開催 様々な課題を抱えた人が、気軽に立ち

寄ることができる居場所づくりの方法を

学ぶための講座を開催します。 

 

 

 

地域福祉係 

 

 

 

 

 

 

 



基本施策（２）地域活動の支援と人材の育成 

 

① ボランティア・市民活動センターの事業展開 

事業名 施策内容 担当 

❶ボランティア市民

活動の支援 

中間支援組織としての機能と地域福祉

活動におけるボランティア活動のニーズ

調整機能を充実し、ボランティア活動を

始めたい方やボランティアを必要として

いる個人・団体からの相談を受け付ける

とともに、情報収集、情報発信を行いま

す。 

また、市民活動団体への助成事業など

を通して、地域福祉活動が円滑に行える

よう支援し地域福祉の向上に努めます。 

 

地域福祉係 

 

 

基本施策（３）多様な地域資源との連携 

 

① ネットワークの強化・連携・協働 

事業名 施策内容 担当 

❶市民協働支援セン

ター準備室の運営 

市民活動団体等と行政との協働支援

を通して協働事業の情報発信や協働ネ

ットワークの形成の支援を行います。 

また、市民活動団体リストの管理を行

います。 

地域福祉係 



❷社会福祉法人連絡

会の開催 

市内に法人本部、施設がある社会福祉

法人が連携をして、地域における公益的

な活動を推進していくために連絡会を

開催し、必要な事業を行います。 

地域福祉係 

❸学生等との連携 学生等と連携に向けた事業の維持・展

開を図ります。 

地域福祉係 

 

  



基本目標４ 組織体制の強化 

 

基本施策（１）組織体制の整備と事業展開 

 

① マネジメントの確立 

事業名 施策内容 担当 

❶事務局体制の整備 職員体制や事業についての見直しを

行っていきます。 

地域福祉係 

❷小金井にし地域包

括支援センターの運

営 

 

 高齢者の生活を取り巻く様々な相談・

虐待防止・権利擁護に関する相談等、横

断的に支援が行えるよう事業の充実を

図ります。 

 また、研修等に参加し、職員の専門性

を高め、高齢者にとって利用しやすいセ

ンターとなるよう努めます。 

地域包括係 

 

② ＰＲの強化 

事業名 施策内容 担当 

❶会員の増強 住民主体のまちづくりを推進するた

め、会員加入の働きかけを行います。 

地域福祉係 

❷活動への理解促進 広報媒体や地域住民懇談会等を活用し

て広く、住民に周知を行っていくととも

に町会・自治会等の会合等で活動紹介を

行います。 

地域福祉係 

 

 

 

 



基本施策（２）サービスの質の確保 

 

① 委員会等の活用 

事業名 施策内容 担当 

❶権利擁護センター

運営等審査会、ボラ

ンティア・市民活動

センター運営委員

会、桜町市民いこい

の家運営委員会の開

催 

各事業について、広く意見を聴きなが

ら、事業の推進を図ります。 

地域支援係 

地域福祉係 

 

 



 

 

資料 



基本
目標 事業項目 その後の取組 評価・課題

①モデル地区の設定 　「親交会」をモデル地区
とし役員と話し合い住民懇
談会を実施。その後職員の
地域担当制を検討

　週2.5人の自主財源による地
域福祉コーディネーターの配置
で実施しているが、本格的な実
施に向けては配置について充実
が必要と思われる。

②小地域の活動基盤
を作るため、小地域
ネットワークを作る

　４包括圏域ごとに住民懇
談会を実施し、ネットワー
クの土台を作った。

　住民懇談会を包括圏域に設置
することができた。住民懇談会
から吸い上げたニーズにどう対
応していくかが課題

③地域福祉コーディ
ネーターへ情報を伝
達できるよう社協組
織内の整備を図る

　職員の地域担当制を設置
し、地域福祉コーディネー
ターと連携し地域活性を推
進

　現状では週2.5人の自主財源
による地域福祉コーディネー
ターと地域担当職員と連携し、
地域に入り住民と多くの時間を
共有することにより、地域福祉
課題を解決する方向を考えてい
かなければならない。

①有償家事援助サー
ビス

　従来と同様に、事業展開
を見極め、事業実施すべき
かを検討。

　現在までの結果を受けて、対
応を協議していく。

②住民の組織化支
援、啓発事業

　「親交会」にてサロンや
食事会を実施、包括と連携
して認知症サポーター養成
講座を開催

　モデル地区を設置したが、事
務所移転に伴って本会からの関
わりが手薄となった。今後の進
め方を検討していく必要があ
る。

③認知症高齢者見守
りネットワーク活動

　市民後見人が今後受任で
きるかを見極めたうえで、
実施を検討

　成年後見制度利用促進計画に
おいて、ネットワーク化が言わ
れているため、認知症高齢者だ
けではない後見人を支援する形
でのネットワーク化を進めてい
く。

①サロンの推進・展
開

  ふれあい・いきいきサロ
ン助成金の実施・サロン連
絡会の開催

  居場所づくり講座修了生や地
域福祉ファシリテーター養成講
座修了生によりサロンを立ち上
げた。サロンをより市民に分か
りやすく伝えていくことが今後
の課題

②地域の居場所づく
り講座

　子ども食堂を立ち上げた
グループの支援。今後も講
座を行い新たな人材を育成
していく。

　講座の実施により、サロンの
立ち上げに結びついており、一
定の成果を上げている。

③子どもによる子ど
ものための地域活動
の推進

未実施 再検討

第二次地域福祉活動計画評価・課題
事業区分

1
市
民
の
声
に
こ
た
え
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
づ
く
り

⑴地域福祉
コーディネー
ターの設置

　

⑵住民支え合
い活動の推進

１
小
地
域
を
基
盤
と
し
た
総
合
的
生
活
支
援
の
取
組

２
小
地
域
福
祉
活
動
の
推
進

⑴地域の居場
所づくりの推
進



基本
目標 事業項目 その後の取組 評価・課題

①地域福祉コーディ
ネーターとの連携

　ファシリテーター修了生
と協働しながら４地区で住
民懇談会を実施

　住民懇談会を包括圏域に設置
することができた。住民懇談会
からニーズを吸い上げることが
できた。

②活動支援 連絡会の開催及び情報交換 　継続してファシリテーターの
方達との連携を密にし、フォ
ローアップを行っていくことが
必要

⑶既存のコ
ミュニティの
課題整理と課
題を解決して
いくための取
組

①町会・自治会活動
の支援

　地域懇談会を包括圏域で
各1ヵ所を開設し町会自治会
にも参加してもらい地域の
課題を抽出

　地域福祉コーディネーターと
地域福祉ファシリテーターによ
る地域懇談会の開催により、地
域課題を吸い上げる場の設置が
出来た。その上で地域課題を住
民とどのように解決していくか
の仕組み作りが課題

①ボランティア相
談、NPO法人設立・
運営相談

継続的に実施 　相談は継続的に実施。記録か
ら相談内容の傾向等の分析を行
い、相談支援の充実が必要

②さくらファンド助
成金

　幅広い分野での市民団体
に活用された。

　ファンドの活用状況を広く市
民に知らせていく仕組みの構築
が必要

③情報収集と情報提
供

ＳＮＳの活用 　ＳＮＳの活用は始まったが、
活用方法についてはさらに検討
が必要

④物品の貸出し 実施 　より必要とされる貸出物品の
整備と設置場所の確保及び貸出
の周知が必要

⑤空き家・空き部
屋・空き店舗活用の
ための検討

　店舗の空き時間を利用し
て地域懇談会を開催し、地
域のサロンとしても活用を
始めた。また、市の空き家
対策の協議会に参加

　空き家の活用は継続的な課題
であるが、空き店舗の活用の
きっかけは出来たことから、こ
れをモデルに今後も継続的に活
用を検討

１
小
地
域
を
基
盤
と
し
た
総
合
的
生
活
支
援
の
取
組

２
参
加
と
自
己
表
現
を
目
指
し
た
協
働
の
取
組

１
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
地
域
の
福
祉
を
実
現
す
る
た
め
に

事業区分

⑵地域福祉
ファシリテー
ターの活動の
支援と協働

２
小
地
域
福
祉
活
動
の
推
進

⑴ボランティ
ア・市民活動
団体への支援



基本
目標 事業項目 その後の取組 評価・課題

①児童・生徒の福祉
教育の推進

　夏のボランティア体験学
習の実施・小中学校の授業
への職員派遣等を実施

　施設のボランティア受入れ担
当者の連絡会を実施したが、継
続できていない。今後も連絡会
の開催を検討していく。
　夏のボランティア体験学習を
継続して実施、多くの子どもた
ちが参加しており、継続して実
施していく必要がある。

②新たな社会問題や
地域課題についての
講座、勉強会の企画

　フードバンクなど社会的
に注目されている事項につ
いて講演会を開催

　時節にあった講座で参加者は
熱心な方が多く好評なものが実
施できたが、講座の開催目的な
どを明確にしていく必要があ
る。

③地域活動へのきっ
かけづくり

　地域福祉ファシリテー
ター養成講座の開催、居場
所づくり講座の開催、音楽
療法ボランティア養成講座
の開催等

　講座の実施により、サロンの
立上げ等に結びついており、一
定の成果を上げている。

①地縁組織と新しい
市民活動団体（テー
マ型）をつなぐ

　こがねい市民活動まつり
を、市のコミュニティ文化
課と協働し実施。各種分野
のＮＰＯ団体の参加のもと
当初は小金井市福祉会館で
実施、閉館後は小金井宮地
楽器ホール及び広場にて実
施し規模が拡大した。

　多くの市民活動団体が参加す
るイベントとして定着してきて
いる。毎回テーマを設け、市民
に向けて市民活動のＰＲ活動と
なっている。

②団体同士の情報交
換の場を作る

　こがねい市民活動まつり
を、市のコミュニティ文化
課と協働し実施。各種分野
のＮＰＯ団体の参加のもと
当初は小金井市福祉会館で
実施、閉館後は小金井宮地
楽器ホール及び広場にて実
施し規模が拡大した。

　多くの市民活動団体が参加す
るイベントとして定着してきて
いる。毎回テーマを設け、市民
に向けて市民活動のＰＲ活動と
なっている。地縁組織を巻き込
んでいくことができるかが課題

③行政とＮＰＯの協
働推進

　研修報告会の実施支援、
協働事業提案制度への協力

　協働事業提案制度の取組につ
いては考え方も含めまだ模索し
ている感があり、協働の理念を
確かめつつ協力していく必要が
ある。

①学生と地域の出会
いの場を作る

未実施 再検討

②学生の地域活動 未実施 再検討

事業区分

２
参
加
と
自
己
表
現
を
目
指
し
た
協
働
の
取
組

１
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
地
域
の
福
祉
を
実
現
す
る
た
め
に

⑶ネットワー
クの強化・連
携・協働

⑷教育機関等
への働きか
け・連携の強
化

⑵啓発と人材
育成



基本
目標 事業項目 その後の取組 評価・課題

①ＢＣＰ（事業継続
計画）の策定

未実施  災害時の職員体制と事業体制
を検討していくことが必要

②災害時広域ネット
ワークの形成

　東京ボランティア・市民
活動センターと連携し、
「首都直下地震時の災害ボ
ランティア活動連携訓練」
に協力。また、北多摩南部
ブロックにおいて継続的に
災害に係る取組を行ってき
た。

　行政単位を超えて共に災害時
の対応を検討し、訓練を実施す
ることができた。このような関
係性を維持しつつ、本市の災害
時の対応に何をすべきかを確認
し、検討していく必要がある。

③行政・民生児童委
員など他の機関との
連携を強化

　市総合防災訓練におい
て、災害時における連絡系
統の調整のための訓練を行
うなどして課題を抽出し検
討

　早急に災害ボランティアセン
ターの体制を作り上げ、他機関
との関係性を強化する基盤を作
る必要がある。また、社協全体
として災害時対応についても検
討する必要が明確となってき
た。

④災害ボランティア
センター設置・運営

　災害ボランティアセン
ター設置訓練を継続的に実
施してきた。訓練等から出
てきた課題を整理しつつマ
ニュアルを作成

　早期に災害ボランティアセン
ター設置・運営マニュアルを作
成し、実質的な運営方法につい
て着手する必要がある。

⑤災害ボランティア
活動の推進

　災害ボランティアミー
ティングを実施。青年会議
所との協定に向けた準備を
行ってきた。

　災害ボランティアセンター設
置時に協力してもらう市民、関
係団体との連携を深めることが
徐々に進んできた。

⑥避難者支援 　北多摩南部ブロックで避
難者支援バスツアーを実施
した。
また、被災児童に対する見
舞金の支給事業を行った。

　市内に在住する避難者は他地
区の公営住宅に避難している人
との人数で比較すると少数と
なっていて、あまり大きな動き
ができなかった。

⑦住民のコミュニ
ティづくり

　町会等で「防災まちある
き」を実施し、住民共通の
関心事項となる災害を通じ
た住民同士の関係性の構築
を図った。

　住民の共通関心事項である災
害対策を軸にした形で町会・自
治会に対してのアクションを起
こすことができた。ノウハウの
蓄積が出来てきた中で、今後ど
のように展開していくかが課題

①地域の防犯対策 未実施 再検討

②振り込め詐欺等詐
欺対策の普及啓発

　これまでと同様の体制で
状況把握を行い、警察等と
連携していく。

　権利擁護事業の普及ととも
に、これまでと同様に対応を続
けていく。

３
安
全
と
安
心
の
ま
ち
づ
く
り

⑴災害時の体
制整備の強化

事業区分

１
防
災
・
防
犯
活
動
の
推
進

⑵住民・ボラ
ンティアと連
携した防犯対
策



基本
目標 事業項目 その後の取組 評価・課題

①権利擁護相談等相
談事業の充実

現体制で継続  人員増が難しいため、研修に
積極的に参加する等、充実を
図っていく。

②日常生活自立支援
事業の強化

　契約件数の増加により、
委託人件費が増額される。
現非常勤専門員を常勤化

　慢性的な待機者がいる状態を
解消し、適切な人員体制を構築
する必要がある。

③成年後見制度推進
機関の継続推進と申
立利用者への支援の
強化

　現職員のうち１名を担当
者として兼務させ、相談や
申立支援を強化

　推進機関の在り方と申立利用
者への支援の強化については、
成年後見制度利用促進計画の策
定とともに検討していく。
　状況に応じて、人員増を市に
要求する。

④法人後見、後見監
督の実施の検討

現体制で継続 　法人後見や後見監督に関する
環境が変化しつつある中で成年
後見制度利用促進計画の策定と
ともに検討していく。
　人員増が難しいため、現体制
で充実を図る。

⑤保証人と死後の整
理事業

　事業案を作成し運営等審
査会に提出

事業の推進を続ける。

⑥成年後見人を支え
るための環境づくり

　今後について、市と継続
協議

　成年後見制度利用促進計画を
策定する中で、環境づくりを考
える場を設定していく。

①総合相談支援の充
実

　介護保険に関すること以
外にも多様化する生活上の
課題に対応できるよう職員
間の情報共有を密に図っ
た。

　継続し情報共有、検討を行い
対応できる環境を維持する。多
種多様な相談に対応できるよ
う、フォーマルはもとよりイン
フォーマルサービス関係者と連
携を図る。

②権利擁護業務の取
り組み強化

　権利擁護センターと緊密
に連携し、成年後見制度等
を活用。消費者被害防止
等、困難事例を中心に支援
を行った。

　虐待なのか判断が難しく対応
に苦慮するケースがあり、関係
機関と連携し慎重に対応する必
要がある。消費者被害について
は、関係機関と連携して啓発・
予防・早期発見に努める。

③包括的・継続的ケ
アマネジメント支援
業務の充実

  居宅の介護支援専門員と連
携し、介護支援専門員向けの
勉強会を開催した。小地域ケ
ア会議や個別ケア会議も随時
開催し地域住民とも関わりを
持った。

　介護支援専門員のネットワー
ク構築・実践力向上、ケアマネ
ジメント力向上のため、関係機
関の幅を広げ、連携体制を強化
する必要がある。

④二次予防事業対象
者把握及び介護予防
ケアマネジメントの
継続推進

　2016年から介護予防・日
常生活支援総合事業が開始
となった。市・介護事業者
等と調整を図りプランの作
成を行った。

　生活支援コーディネーター等
との連携で社会資源の発掘・活
用をしつつ固定観念にとらわれ
ない発想でのプラン作成が必
要。

⑤介護予防体操（小
金井さくら体操）の
普及と認知症サポー
ター養成講座の展開

　「シニアのための地域と
つながる応援ブック」を活
用しながら地域資源の活用
に努めた。サポーター人数
を増やしながらもフォロー
アップ研修を開催

　認知症地域支援推進員を中心
に認知症ケアパス活用や認知症
初期集中支援事業実施等によ
り、引き続き相談・支援体制の
拡充に努める。

事業区分

2
セ
ー

フ
テ
ィ

ネ
ッ

ト
を
目
指
し
た
地
域
福
祉
推
進
の
た
め
の
基
盤
強
化
事
業

⑵小金井にし
地域包括支援
センターの事
業展開

３
安
全
と
安
心
の
ま
ち
づ
く
り

⑴小金井市権
利擁護セン
ターふくし
ネットこがね
いの事業展開



基本
目標 事業項目 その後の取組 評価・課題

①相談の充実 　事業終了後ふれ愛セン
ターのボランティアと今後
何ができるか検討を行っ
た。

  専門相談という事業ではな
く、福祉機器に関する情報提供
が出来き、気軽に聞くことがで
きる場の提供が必要

②新製品の情報提供 事業終了 同上

③サロンの実施 事業終了 同上

①生活福祉資金貸付
事業

　生活困窮者自立支援法施
行に伴い、生活困窮者自立
相談支援事業及び家計相談
支援事業を市が実施、本会
が受託し窓口を設置。生活
福祉資金の窓口も併設し生
活困窮者対策の充実を図っ
た。
　当初懸案であった低所得
者・離職者離職者対策事業
の相談事業のすみわけにつ
いては、本相談事業が生活
困窮者自立相談支援事業の
相談事業に吸収されること
で整理された。

　生活困窮者に対するアプロー
チについて、検討・実施してい
くとともに，市関係各課の他、
関係機関との連携をより密にし
て、困難ケース等への対応を進
めていく。
　生活困窮者自立相談窓口であ
る自立相談サポートセンターの
相談とともに連携を密にして対
応していく。

②中間的就労（非雇
用型）

　ボランティア市民活動セ
ンターでの軽作業をもって
就労支援センターこころと
連携し実施

　社会との接点をつくり、日常
生活のリズムを作るといった就
労準備支援を継続的実施してい
くことが必要

③ひきこもり相談窓
口の設置

　ひきこもりとなっている
当事者及び家族の相談を月1
回（第４火曜日）２件を上
限に実施

　ひきこもり相談の今までの実
績について、評価分析し、ひき
こもり対策について検討してい
くことが必要

⑶福祉用具展
示場ふれ愛セ
ンターの事業
展開

⑷生活困窮者
対策

事業区分

2
セ
ー

フ
テ
ィ

ネ
ッ

ト
を
目
指
し
た
地
域
福
祉
推
進
の
た
め
の
基
盤
強
化
事
業

３
安
全
と
安
心
の
ま
ち
づ
く
り



基本
目標 事業項目 その後の取組 評価・課題

①社協活動の理解を
促進するために

　社協のしおりやチラシに
掲載している内容について
再度確認し、市民により理
解を得られるような情報提
供を実施

　チラシだけでなく、広報媒体
全体の見直しを継続して行う必
要がある。

②個人、団体、企業
へのＰＲの強化

未実施 再検討

③地域イベントへの
参加

　防災まち歩きから、その
他の防災イベント等に発展
し町会自治会の活動を支援
し住民のコミュニティ活動
を進めている。
　その他、地域懇談会の開
催、こがねい市民まつり、
各種イベントの企画運営等
も含め参加した。

　イベントに参加することによ
り、各種団体との関係が深まっ
た。
　イベントに参加する上での狙
いなどを十分検討した上で参加
をしていく必要がある。

⑵部会(委員
会)の設置

①地域福祉推進のた
めのソーシャルワー
ク部会 （仮称）の
設置を検討

未実施 再検討

⑶収益事業の
展開

①収益事業に関する
検討会

 各社協へ調査を実施し小金
井が取り組むべき収益事業
のあり方を検討

 基本的には会費・募金・寄付
金の増収を検討する。その他社
協として相応しい収益事業を調
査結果を踏まえ検討する。

①マネジメントの確
立

 各担当の研修会への参加。
職員研修を実施。定期的な
担当の見直しを検討

 定期的な担当の見直しを検討
することが望ましい。

②職員のスキルアッ
プ

 東社協実施の研修の他、北
多摩南部ブロック社協連絡
会実施の研修会に参加

 業務上の専門性の部分では東
社協の研修に参加しているが、
一般的な職員向けのスキルアッ
プに関する研修が不足してい
る。

①広報誌「福祉こが
ねい」

 広報委員（職員）を選出し
多角的に取り組んでいる。

 広報委員を公募するなど広報
の充実を検討していく。

②インターネットを
活用した広報の実施

ＨＰの見直しを行った。  更新を頻繁に行える体制を構
築することが望ましい。

⑴会員増強

事業区分

１
組
織
体
制
の
整
備
と
事
業
展
開

４
社
会
福
祉
協
議
会
の
質
の
向
上
を
目
指
す

⑸社協活動の
ＰＲの強化

⑷事務局体制



基本
目標 事業項目 その後の取組 評価・課題

③必要な情報が届か
ない高齢者等への情
報提供

 サロン実施団体に情報が提
供される仕組み作りを検討

 情報提供の仕組み、関係強化
については継続的に進める必要
がある。また、どのような情報
が届いていないかを収集し、情
報を提供していく必要がある。

④イメージキャラク
ターなどを利用した
ＰＲ

未実施 再検討

２
計
画
の
評
価
の
実
施
と

 
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
確
保

⑴第３者評価
委員会の設置

①内部事業評価及び
外部評価

未実施 再検討

事業区分

４
社
会
福
祉
協
議
会
の
質
の
向
上
を
目
指
す

１
組
織
体
制
の
整
備
と
事
業
展
開
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地域福祉活動計画策定経過 

⑴ 策定会議 

 開 催 日 主な内容 

第１回 2018年 6月 12日 

・第二次地域福祉活動計画の総括について 

・第三次地域福祉活動計画の検討について 

 ⑴ 策定スケジュールについて 

 ⑵ 市地域福祉計画との関係について 

 

第２回 2018年 9月 25日 

・第二次地域福祉活動計画の評価・課題について 

・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

・施策体系案について 

 

第３回 2019年 1月 15日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第４回 2019年 3月 12日 
・最終確認 

 

 

⑵ 作業部会 

 開 催 日 主な内容 

第１回 2018年 2月 5日 

・第二次地域福祉活動計画の総括について 

・第三次地域福祉活動計画策定スケジュールについ   

 て 

 

第２回 2018年 3月 5日 

・第二次地域福祉活動計画の総括について 

・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第３回 2018年 4月 2日 

・第二次地域福祉活動計画の総括について 

・第三次地域福祉活動計画の内容の検討 

 

 



 

 

 

第４回 2018年 5月 7日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第５回 2018年 6月 4日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第６回 2018年 7月 2日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第７回 2018年 8月 6日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第８回 2018年 8月 27日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第９回 2018年 9月 10日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第 10回 2018年 10月 2日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第 11回 2018年 11月 5日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第 12回 2018年 12月 3日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第 13回 2019年 1月 7日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の検討について 

 

第 14回 2019年 2月 4日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の確認について 

 

第 15回 2019年 3月 5日 
・第三次地域福祉活動計画の内容の最終確認につい 

 て 

 

 

 

 



策定メンバー名簿 

 

策定アドバイザー                                敬称略 

NO 氏  名 所  属 

１ 金子 和夫 ルーテル学院大学教授 

２ 近藤 優美 東京都社会福祉協議会 

 

策定委員 

NO 氏  名 所  属 

１ 木場 征夫 地域福祉ファシリテーター 

２ 佐野 弘美 地域福祉ファシリテーター 

３ 土井 宮江 地域福祉ファシリテーター 

４ 橋本 美智世 地域福祉ファシリテーター 

５ 福井 高雄 地域福祉ファシリテーター 

６ 伏見 佳之 小金井市福祉保健部地域福祉課長 

 

作業部会 

NO 氏  名 所  属 

１ 深澤 義信 小金井市社会福祉協議会常務理事 

２ 林  文男 小金井市社会福祉協議会事務局長 

３ 室岡 利明 小金井市社会福祉協議会地域支援係長 

４ 石塚 勝敏 小金井市社会福祉協議会地域福祉係長 

５ 久野 紀子 小金井市社会福祉協議会地域包括係長 

６ 近江屋 哉子 小金井市社会福祉協議会主事 

７ 武井 由紀子 小金井市社会福祉協議会主事 

８ 嶋田 直人 小金井市社会福祉協議会主事 

９ 泉  浩 小金井市社会福祉協議会主任（再雇用職員） 

 



用語解説 

用 語 解 説 

権利擁護事業 

認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力

が十分でない方を対象に、利用者との契約に基づき、地域

で安心して暮らせるように、福祉サービス利用援助を中心

として、日常的な金銭管理サービス、重要書類の預かり等

の支援を行う事業 

生活支援コーディネー

ター 

高齢者の方の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推

進していくことを目的とし、地域において生活支援・介護

予防サービス提供体制構築に向けたコーディネート機能

の役割を担う人 

成年後見制度 

認知症や知的、精神障がい等のために判断能力が十分でな

い方が、地域で安心して生活することができるよう支援す

る制度。介護保険サービス等を利用する際の契約や不動産

の売買契約、財産の管理等の法律行為を代行する。 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」とい

う関係を超えて、地域住民の方や地域の多様な主体が参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながること

で、住民の方一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に

創っていく社会 

地域福祉計画 

社会福祉法では、福祉に共通して取り組むべき事項を一体

的に定める計画として位置付けられている。 

小金井市の地域福祉計画は、保健福祉に係る各計画に共通

する基本的な視点や理念を示す計画と位置付けている。 

 



用 語 解 説 

地域福祉コーディネー

ター 

制度の狭間にあるような、困りごとを抱えている方の社会

的孤立の解消を図るため、一人ひとりに寄り添った生活支

援（個別支援）を行うとともに、その当事者の困りごとを

地域住民が地域全体の課題として認識し、地域住民と一緒

に解決できるような活動（地域支援）を推進する社会福祉

協議会職員 

地域福祉ファシリテー

ター 

地域の福祉課題の掘り起こしや解決に向けた活動方法を

市民と一緒に考え、サポートするために必要な知識と技術

を習得した市民 

地域包括ケアシステム 

高齢者の方の尊厳の保持と自立生活支援の目的のもとで、

可能な限り、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最期まで続けることができるよう、医療、介護、介護予防、

住まい及び生活支援が一体的に提供される地域の包括的

なサービス提供体制 

地域包括支援センター 

地域において、①介護予防ケアマネジメント事業、②総合

相談支援事業、③包括的・継続的マネジメント事業、④高

齢者の虐待の防止・早期発見及び権利擁護事業の４つの基

本的機能を持ち、主任ケアマネージャー・保健師・社会福

祉士等が配置され、高齢者の方への支援を行う中核機関 

 


